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    午前９時３０分開会 

○委員長（荒山光広君） おはようございます。只今より総務企業委員会を開催いた

します。 

先の本会議におきまして本委員会に付託されました市長提出議案１１件と議員提

出議案１件につきまして審査いたしますので、よろしくお願いいたします。市長さ

ん何かございますか。 

○市長（村田弘司君） ございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（荒山光広君） 議長さん何か。 

○議長（秋山哲朗君） ございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（荒山光広君） 委員さんよろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それではこれより審査を始めます。最初に議案第１号平成

２０年度美祢市一般会計補正予算（第４号）を審査いたします。執行部より本委員

会の所管事項について説明を求めます。重村議会事務局長。 

○議会事務局長（重村暢之君） それでは、一般会計補正予算（第４号）に付きまし

 て、ご説明をいたします。最初に歳出の方からご説明をさせていただきます。補正

 予算書２８、２９ページをお開きいただきたいと思います。議会費でございます。

 議会費におきまして、この度の補正で総額２５８万７，０００円を減額するもので

 ございます。節の９旅費でございますけが、２７６万６，０００円ほど減額してお

 ります。これは、議員視察旅費等の決算見込みによる減額でございます。次に１３

 の委託料でございますが、議事録作成委託料として、１７万９，０００円増額補正

 するものでございます。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 補正予算書２８ページ、２９ページでございます。２

款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の総務管理費ですが、右の説明欄をご

覧いただきたいと思います。００２一般職員人件費において、退職手当を３億４，

０７１万４，０００円追加計上しております。当初定年退職者１２名分の退職手当

を計上しておりましたが、退職勧奨等により退職者が１４名追加となったため、不

足する額を追加するものです。続いて００３臨時職員賃金等ですが、臨時職員賃金

を５８８万３，０００円減額しております。当初事務補助、育児休業の代替、その
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他予備として１２名分を計上しておりましたが、不用となる額を減額するもので

す。続いて００４総務管理経費の内、手数料でございますが、８９万９，０００円

を減額しております。これは、職員の健康診断を市立病院で実施しておりますが、

実績見込みにより減額するものです。続きまして同じく００４総務管理経費の内の

職員退職手当基金利子積立金ですが、これは１４万６，０００円を追加するもので

あります。続いて０１１防災対策関連経費を９１万２，０００円減額しておりま

す。これは地域防災計画策定業務委託の入札により減額するものです。 

○委員長（荒山光広君） はい、古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） 続きまして、０１４の電算管理経費でご

ざいます。旧美祢市、旧美東町の旧システムを継続して使う必要がありましたが、

これの使用料及び賃借料の借上げ期間を短縮したため、１８７万３，０００円の減

額となったものでございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 続きまして、同じく２８ページ２９ペ

ージでございます。０１６定額給付金給付事業でございます。４億７，５１１万

３，０００円と計上しております。定額給付金として４億６，６６７万２，０００

円その他事務費として計上しております。 

○委員長（荒山光広君） はい、羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 同じく、２８ページ２９ページの１５工事請負費

といたしまして、減額の１８６万７，０００円、これは入札の減による減額の補正

でございます。それから、２５積立金、財政調整基金利子積立金４１万８，０００

円、減債基金利子積立金として２万円を追加補正をいたしております。 

○委員長（荒山光広君） はい、古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） 続きまして、企画費の委託料になりま

す。１２６万円の減としておりますが、この説明については３１ページに書いてご

ざいます。００７ＭＹＴ運営事業費、音声告知機５０台の購入減によるものでござ

います。マイナス１２６万円となっております。それから、３１ページでございま

すが、負担金、補助及び交付金７２２万６，０００円の増となっておりまして、こ

れは乗合バス支援事業補助金でございます。燃料高騰運賃収入減によりまして補助

金額が増加したものでございます。以上でございます。   
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○委員長（荒山光広君） はい、佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 続きまして、１０活性化対策費、１９

負担金、補助及び交付金でございます。００２地域活性化対策事業でございます。

ふるさと美祢応援基金積立金といたしまして１３３万３，０００円ほど積立てをい

たします。 

○委員長（荒山光広君） はい、石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） ２項徴税費についてご説明いたします。１徴

税総務費、２賦課徴収費これは歳入の県支出金の増額補正をしておりますが、それ

に伴う財源更正を示すものでございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 同じく、３０ページ３１ページでございますが、

地域活性化対策事業の中の２５の積立金でございますが、ゆたかなまちづくり基金

利子積立金といたしまして、６６万３，０００円、ゆたかなまちづくり基金元本積

立金といたしまして、２億１，５８７万８，０００円をそれぞれ追加補正するもの

でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 続きまして、１０活性化対策費００３

の人口定住促進事業でございます。土地開発公社造成事業補助金といたしまして３

５３万９，０００円の減額でございます。借入れ利息とかなどの減でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） ５２ページ５３ページをお開きいただきたいと思

います。１２款公債費、１項公債費、１目元金、元金といたしまして地方債元金を

１２６万８，０００円、それから利子といたしまして１１６万８，０００円をそれ

ぞれ決算の見込みによりまして不足額ということで今回補正をするものでございま

す。 

○委員長（荒山光広君） はい、石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） 続きまして、歳入についてご説明を申し上げ

ます。１４ページ１５ページをお開きいただきたいと思います。１款市税、７項入

湯税、１入湯税、滞納繰越分といたしまして３７万円の増額補正をするものでござ

います。これは、平成１９年度に収納すべき入湯税３７万円が滞納繰越となったの
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でこれを増額するものでございます。以上です。 

○委員長（荒山光広君） はい、篠田税務課長。 

○総務部税務課長（篠田恵司君） 続きまして、２款地方譲与税、１項自動車重量譲

与税補正前の額１億６，０９０万円、自動車重量譲与税を１，４００万円追加する

ものでございます。これにつきましては、第２期までの実績で対前年比１割程度増

となっており、今後を見通しても１，４００万円程度の増額が見込まれるもので

す。続きまして、４款１項配当割交付金、補正前の額１，４２０万円、配当割交付

金を１，０２０万円減額とするものでございます。続きまして、５款１項株式等譲

渡所得割交付金、補正前の額９００万円、株式等譲渡所得割交付金を４４０万円減

額するものであります。続きまして、６款１項地方消費税交付金、補正前の額２億

６，５００万円、地方消費税交付金を４，３４０万円減額するものであります。続

きまして、７款１項ゴルフ場利用税交付金、補正前の額３，８９０万円、ゴルフ場

利用税交付金３３０万円減額するものであります。続きまして、８款１項自動車取

得税交付金、補正前の額１億２，２２０万円、自動車取得税交付金を１，３２０万

円減額するものであります。今回減額となります配当割交付金をはじめとする各交

付金につきましては、前年比較を参考に本年度のこれまでの実績を基に見込んだも

のでございます。昨年秋に始まった全世界的な経済不況によりまして、個人は元よ

り、企業の経済活動および、業績悪化を反映して大幅な減収となる見込みでござい

ます。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） ２６ページ２７ページをお開きいただきたいと思

います。２１款市債、１項市債、１１の退職手当債でございます。今回先ほど最初

の方でありましたように、退職手当を３億４，０７１万４，０００円支出するわけ

でございますが、その財源といたしまして、勧奨の８名分、自己都合の５名分の１

３名の退職手当ということで、３億２，０２０万円を補正するものでございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） １８ページ１９ページでございます。

１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１総務費国庫補助金でございます。１総務管

理費補助金といたしまして、定額給付金事業費補助金４億８，０７８万３，０００

円を計上しております。続きまして、４地域活性化・生活対策臨時交付金といたし
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まして、４億５２５万３，０００円を計上いたしております。この交付金は、全額

では４億３，７２５万３，０００円でございます。差額の３，２００万円は観光特

会の方で計上してあります。 

○委員長（荒山光広君） はい、古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） 続きまして、２２ページ２３ページをお

開き下さい。１５款県支出金、２項県補助金でございます。総務管理費補助金でご

ざいますが、３，２９０万９，０００円の減額としております。右の説明欄でござ

いますが、生活バス路線対策事業で１４７万３，０００円の増額となっておりま

す。これは、燃料等高騰のため、県からの補助金が増加したものでございます。そ

の下の有線テレビ高度情報化整備事業３，４３８万２，０００円の減額となってお

りますが、これは当初の計画ではＨＦＣ方式、光ケーブルと同軸ケーブルの組み合

わせた方式でございますが、これとしておりましたが実施にあたりまして技術革新

が著しいため、より高性能なＦＴＴＨ方式を取ることとしておりました。それで、

平成２０年度で整備が完了し、事業費の精算を行ったところですが、方式の変更に

よりまして用途区域内での補助対象が減となったため、減額となったものでござい

ます。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） その下の、３項委託金、１総務費委託金でご

ざいます。徴収費委託金といたしまして、６２８万９，０００円を増額補正するも

のでございます。これは、個人住民税は市県民税といたしまして、市におきまして

市民の皆様方からいただいておりますが、この賦課徴収経費の精算見込みを補正す

るものでございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 同じく、２２ページ２３ページをお開きいただき

たいと思います。１６款財産収入、１項財産運用収入に利子及び配当金ということ

で、２３ページの利子及び配当金１２４万８，０００円、内訳といたしまして、財

政調整基金利子４１万８，０００円、ゆたかなまちづくり基金利子６６万３，００

０円、減債基金利子２万円、退職手当基金利子１４万６，０００円、奨学基金利子

１，０００円でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、田辺総務部次長。 
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○総務部次長（田辺 剛君） ２４ページ２５ページをご覧いただきたいと思いま

す。１７款項寄附金１目の一般寄附金でございます。これは３名の方から１０３万

円匿名で寄附がありましたので、追加するものであります。 

○委員長（荒山光広君） はい、佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 続きまして、２総務費寄附金でござい

ます。１ふるさと美祢応援寄附金でございます。当初は１００万円計上をしており

ましたが、その後寄附金をいただきまして、この度１３３万３，０００円を新たに

計上をいたします。 

○委員長（荒山光広君） はい、石田収納対策課長。 

○総務部収納対策課長（石田淳司君） ２０款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、

１延滞金といたしまして、３００万円を増額補正するものでございます。これは納

付期限までに納付されなかった方からいただいた延滞金を増額補正するものでござ

います。 

○委員長（荒山光広君） はい、佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） 続きまして、６ページをお開き下さ

い。第２表でございます。繰越明許費、２総務費、１総務管理費、事業名は定額給

付金給付事業として、４億８，７８３万円を計上いたしております。 

○委員長（荒山光広君） はい、羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） ９ページをお開きいただきたいと思います。第４

 表地方債の補正でございます。追加といたしまして、先程、申し上げましたように

 退職手当債３億２，０２０万円を限度額と設定をいたしております。それから、２

 地方債の変更でございますが、それぞれ事業費の増減によります地方債の変更をい

 たしております。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 最近、特に指定管理者委託料といったらすぐ反応するように

なった。特に最近よく勉強させていただきますので、結局ちょっと聞き洩らしたか

もわからんけど、減額になった理由は何じゃったかいね。ＭＹＴの委託料。 

○委員長（荒山光広君） はい、古屋地域情報課長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） 先程の２３ページでございますね。失礼



－8－ 

しました３１ページでございます。これは、指定管理の委託料の中に音声告知器とい

う緊急放送とかあるんですけども、最近１０年ぐらい経って参りましたので故障が多

いから５０台分ほど見込んでおったんですけども、それがこの度、それは執行しない

ということでそれで１２６万、５０台分程おとしました。ということでございます。 

○委員（南口彰夫君） 指定管理料というのは年間決まっちょって３年なら３年決ま

っちょるから本来動くはずがないんじゃがと思うたんじゃけど、その中の事業で材

料費がいらなくなったということなんですね。意味は分かりました。それで先日の

一般質問でやったんですが、議論が何となく時間切れのような５分余っちょったと

は知らんやったけど、今あるように３年であろうが、それから１年間の業務委託で

あろうが、結局１年間経って報告書を受けてと、年度末に一定の予算を調整して報

告書受けてそれから新年度に入ると、年に１度の報告であれば不十分だとより市の

ほうは予算の削減というか経費削減に努力してほしいという期待も持つし、実際に

現場におる業者は住民サービスを低下させるわけにはいかないというところで市の

ほうで行革推進室か、きちんと整備をして、担当の配置を選任をきちんとした上で

指定管理者並びに委託事業も含めながら、実際に適正に市が期待する方向と民間の

活力でいろんな意味での効果が現れることと、更に実際にサービスも含めてより充

実していくという意味でそれで虫のいい予算削減とこれがやっぱり適正に行われて

いきよるか。それともさらにどんな困難ないろんな問題点、難しい点が出てきよる

のかを把握するのはやはり、あれからよう考えて、寝んと考えたんですいね。夜も

寝んと、考えても今年度から少なく１年に１回じゃのうて、四半期できちんと体制

をちょうど異動も含めて市長が初めて予算を組まれると同時に、人事をいらわれる

時期にきちょるので、今お願いして、今変えてもらえんにゃ私何の権限もないんで

すいね。今だけ市長に対等にものが言えるのは、ですからそこのところを是非検討

していただいて何らかのご返事がいただきたい。後は、特別委員会と最終しかない

んですいね。私がカメラの前でご意見を申し上げられるのは、是非そこを含んでご

回答いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（荒山光広君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 南口委員のご質問ですが、寝ておられんわりにはお元気で、

今の人事、それから組織機構のこともおっしゃいましたけど、議員よくご認識でし

ょうがこれは、市長の専権事項でございますのでお願いとして承っておきます。た
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だしこないだの一般質問なりその前のご回答でも申し上げたように行政改革に関わ

ることについては更に重点的に組織化をしようかというふうには考えておりますの

で、これはまた４月以降それが明らかになると思います。それとですね、今の指定

管理者の実績報告、それから中間報告に関わること、先の一般質問でも私がお答え

を申し上げましたけれどもこれについてもこの指定管理者制度これから更に市民の

ため、それから民間活力を活用させて頂くため、そして行政とすれば行政コストを

下げるためというこの三方面のことについて充実をさせていく必要があるというふ

うに考えておりますので、しっかりと仕組みづくりを構築する必要があると思って

ます。新市になりまして１年間やってまいりましたけれどもやはり、１回の実績報

告では弱いかなという思いがあります。但し、これも前申し上げましたけれども、

この指定管理者制度は収益的な事業を行っていただいているものと、それと単に大

官業務とかそういうものに近いものという部分と大きく二つに分かれておりますの

で、これも整理をしてどういうものが例えば中間報告を求めるとか、四半期ごとに

報告を求めるのが適当かということも含めて先のガイドラインをこれから充実する

と、指定管理者に係るガイドラインを充実すると申し上げましたけれども、それと

併せてガイドラインに付属する細則等をちゃんと整備をしてきちんとしていきたい

というふうに考えております。以上です。 

○委員長（荒山光広君） はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 今の答弁を反復しますと予算の話ならいくら付けてくれるか

と何円か何万円か何十万かちゅうて分かりやすいんですが、行革推進室の管理体制

ですからそれは市長の権限で４月から見てもらえればわかるということで４月にな

らんにゃわからんということも含めての解釈でよろしいですか。（発言する者あ

り） 

○委員長（荒山光広君） はい、竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） 今、南口委員が言われたのに関連するんですけど、これは執

行部じゃなくて、この総務企業委員会の委員の皆さん方にもちょっと議論といいま

すか、深めてみたいなと思うんですけど、三好さんかいね一般質問で１００年に一

度の経済状況がどうのこうのといわれたのは、（発言する者あり）本当に世界経済

大変なですね隣の中国もテレビでやってましたが、本当に毎日に毎日にあまりいい

ニュースがないわけですが、今一番大事なのはやっぱしこの美祢市その地域の経済
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の活性化を図るというのが一番大事だろうと思うんです。一つは臨時交付金がどの

ように使われるのか積み立てた分も含めてどうお考えなのか、それから昨日どっか

の村で交付金を第一発目ということで出しておられたようですが、美祢市は、今後

どう取り扱おうとされてるのかいうことは執行部のほう、それからこちらのほう

は、今、南口委員も言われたように、市長もちょっと答弁の中ありましたが、今後

民間の活力をどう使っていくかというのは大事だろうと思いますし、この不景気な

時にできるだけ指定管理者制度も門戸を広げて民間の方の働く場、それから知恵を

出す場、人を育てる場として、取り組んでいったらいかがなもんだろうかと、つい

ては先程ありましたように行政改革推進室の権能強化してこれを是非取り組んでい

ただきたい。これは、私事で大変恐縮なんですが、業務委託制度そのものを法的に

も不十分さがあったままずっときたわけでありまして、その辺もきちんと整理をす

るという意味から指導監督を強化しながら、そして民間の活力を活かしながら地域

の活性化、当然公共事業も業務委託も指定管理者制度も含めて、一つこの総務企業

委員会で執行部に対して何らかの形で要望を決議したらというふうに考えておるわ

けでありますが、ほかの皆さんのご意見をお聞きして委員長に取り計っていただき

たいとこのように思います。 

○委員長（荒山光広君） それでは、まず前段の交付金の件について執行部のほうよ

ろしいでしょうか。はい、佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） まず１点目、定額給付金の取り扱いに

ついてのお尋ねだと思いますけども美祢市のほうでは新聞でも報道されております

が、５月中旬あたりから交付の段取りになろうかと報道されてるとこでございま

す。この３月の議会におきまして、２４日にご議決いただきましてそこから具体的

な作業を始めるようになるわけでございます。すなわち、議会にかけましてその後

ただちに各家庭への申請書を送付すという作業に移ります。申請書を各家庭にお送

りいたしまして、間をおかず申請書を受け付けるそして交付決定書も送付するとい

う一つの段取りがございます。それをもって次に口座に振り込むという手順にして

おりますけれども、そのあたりが口座に振り込む段取りは、その前のいろんな各手

順がありますので５月中旬になろうかというふうに思っております。それからもう

一点交付金の関係でございます。４億３，７００万という交付金が美祢市のほうに

は頂けることになっております。その使い道はということでございます。まさに有
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効に活用するということで各全課と協議をいたしまして２０年度に若干充てる。そ

れから１億３，０００万はいわゆる基金として積み立てるということで２１年度の

事業にも使うと、残りは２１年度の事業として要求されておりますものを２０年度

の事業として前倒ししながらも実際には時間がありませんので２１年度に繰り越す

というそういうように予算書をお願いをしておるところでございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 今、佐々木課長より事務的な今後のスケジュール等、基本的

な考え方等ご説明申し上げましたけれども、ここでちょっと私のほうから補足をさ

せていただきます。定額給付金にあたる部分でございますけれども先の一般質問で

も若干お話をさせていただきましたが、只今、美祢市商工会のほうとこの定額給付

金をいかにこの地域にお金を使っていただくか、この地域の経済活性化のために使

っていただくかということで頭を使っております。商工会も前向きに取り組んでい

ただいておりまして、プレミアム地域振興券、具体的な名前はこれから考えますけ

れども、プレミアム地域振興券、商品券に相当するものですが、これを発行をして

地元でお金を使っていただくこの美祢市内に４億８，０７８万３，０００円のうち

多くの部分がこの地域にお金が流れるというふうな仕組み、きっかけづくりをした

いというふうに考えております。今、商工会と最後の詰めを行っておるということ

をご報告を申し上げておきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） それでは、後段の行政改革室の権能強化等についてこの委

員会として何らかの要望書等を出したらどうかという提案でございますけれども委

員の皆さんのお考えはいかがでしょうか。はい、安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 竹岡委員の提案による件ですが、現状ですね大変経済情勢が

厳しい中で、今、提案のありましたような交付金が国の補正予算で出て一息つきそ

うなという感じがするんですが、これから大変厳しい状況がこのあとどうなるんだ

ろうかという点が心配されます。要は市税がある程度厳しくなってくる減収をして

くるだろうというふうな予想の中で、市長が言われるようにあるいは観光振興、産

業振興をしながら税収の確保といいますか、これを図らなけりゃならないわけなん

ですが、そういう中で先程から出ております指定管理者の件なんですが、特にこれ

らも一つの官から民へという流れの中で極力民間にできることは任せていきましょ

うという流れでガイドライン等も整備をこれからされるということなんですが、そ
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ういう一つの流れの中で市として経営戦略といいますか、そういうふうな強化をや

っぱり図っていく、要するに従来の行政のパターン一つ踏み込んでいくような姿勢

がやはり私は必要で、それぞれの節減等、収入を図っていく、両方をやはり市長が

言われるように強化するためには何らかの組織の強化というのは必要だろうという

ふうに思います。是非、総務企業委員会ですのでそういうふうなこと真剣にちょっ

と場所を委員長設けていただいて今回やるというのは無理かもしれませんけども計

画づくりが次年度からスタートしますからあまり余裕もないし、そういうふうなも

のに盛り込んで当然行くべき話だろうというふうに思いますんで、是非、時期等も

含めてご配慮いただいた方がいいんじゃないかなと私は思います。 

○委員長（荒山光広君） その他、委員の皆さんいかがでしょうか。はい、南口委

員。 

○委員（南口彰夫君） 高く評価しちょるから昨日テレビで１番でもろうちょったお

ばあちゃんがすごく喜んじょったですね、ただ前回のときには直接受け取るという

よりも、地域の商工会と連携しながらどう経済効果を起こすかという議論が議会で

もかなり議論をされたんです。今回政府が直接で１万２，０００円と２万円という

ことが現金でということになっちょるんで、テレビの報道を見たら地域の商店街を

巻き込んでせっかくおりてくるものを、経済効果を起こすかという議論が前回のと

きには相当議会の常任委員会でもあったんです。今回は、私も１万２，０００円も

らったら市内のお店でちゃんといち早くとところが残念ながら美祢は大都市かなと

思うぐらい、早いかなと思ったら小都市じゃから、下関よりちょっと早いぐらいな

そいね。大分遅れちょるんで市民感覚からすれば届かんなというのがあるけど、そ

れも含めながらこれから先、結局何が美祢市にとって大事なかといったらどう市内

の中小零細企業も含めながら民間の活力を行政の中でどう取り入れていくかと、そ

の上ではじめて行政のいろんな意味でのリストラと行政改革は進むそいね、スリム

な行政を作ろうと思えば逆にじゃ行政のいろんな公務員が直接やっちょる業務を、

結果として公務員を減らさんにゃいけんようになってくるんじゃけど、公務員を減

らして直接かかわっちょる業務をどうたくさんのいろんな業者や団体にやっぱり委

託していくかとこれは必要な議論なんですね、委託させていくためには管理体制を

十分やらんにゃいろんな問題点や疑問点が出てくると私は管理のほうをしきりに言

いよるんじゃけど反面それを管理をきちんとしていく中で委託業務なり公共事業も
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含めて今度ただ単に、いろんな業種を限定しちょるものをできる限り幅広くという

ことにつなげていくことが必要じゃろうと思うんです。ただそのテーマとすればこ

の総務企業の本来のもっとも大事なテーマなのでしっかり議論をして何らかの提案

を執行部に直接ぶつけていくことが必要なんじゃないかと、執行部というより市長

じゃろね。以上。 

○委員長（荒山光広君） はい、田邉委員。 

○委員（田邉諄祐君） また、私がとっぴょうな意見を言うて市長に叱られるかもし

れませんけど。要するに街が活性化するというのは市の企画室この方が積極的に物

事考えるか、過去のことをこしするんじゃなくて、そういう人は大事だと思いま

す。市民の声を素直に受け取ってやってみて初めてそれがわかると思うんですよ、

ですからそういう方を要するに、例えば、私なんかある程度提案をするんですけ

ど、訪ねながら受けていただく要領がないというか、そういうんであれば美祢市は

栄えんと思いますので、私も何件か、例えば、今回もバイオマスのことについて提

案しようと思うんですけど、そういうのもやっぱりちゃんと検討してみて駄目なら

駄目でいいんですけど、これから先程、竹岡委員も言われましたように非常に財政

が厳しいんです。ところが国は、これからは環境問題のニューディール政策をアメ

リカと一緒にやるというような気運でありますので、その辺を特に美祢市は中山間

地なので林業とか農業がいかにやっぱり栄えるか、それには民間の活力をいかに生

かすかということだと思うんだけど残念ながらこの１０年か２０年ぐらい、その辺

が見えてこない、何故かというと市のほうでそういう私が美祢市を開拓するんだと

活性化するんだという馬力のある人を企画室の長にしていただければ必ず美祢市は

良くなると思うんですよ。それはもちろん市長の考え方一つになるんですけど、そ

の辺は市長さんも今回市長さんに出られる時にある程度言われましたので、今回そ

の実現のチャンスだと思います。それからもう一つは、不景気な時こそ新しいもの

を考えてやった人が成功しますのでその辺も十分認識の上にやっていただきたいと

思います。もちろん行政改革は大事だと思いますし、私も選挙の時に行政改革を訴

えてまいりましたし、それも結構ですし、その余ったお金で投資するぐらいの気構

えでやってほしいと思います。よろしくお願いします。市長さんのご所信をお伺い

します。 

○委員長（荒山光広君） はい、村田市長。 
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○市長（村田弘司君） 田邉委員非常に前向きで素晴らしいご意見を言われました

ね、いや本当ですよ久しぶりに田邉委員といい話ができそうだなと思って私もうれ

しいです。確かに言われるように我々中山間地域は豊かな農林産物、それから豊か

なまた素晴らしい人材ですね、この地、持ってます。これらを使ってこの地域を活

性化していくという私の大きな施策の柱でもありますので、頑張っていきたいと思

います。ただ先程、田邉委員が言うけど取り上げてもらえないとおっしゃいました

けれども、そういうことはないですよ、本当に私のほうの政策、施策として取り上

げるべきのものは取り上げたいと思います。ただ雑談ということではなしに、例え

ば議員として政策提言とかそういうふうな形で出していただければ私のほうも真摯

に受け止めてやりたいと思っております。ただ行政というのは失敗するかもしれん

けどとりあえず試してみようかということは許されないんですよ。市民サービスに

対して市民の生活に対して非常に重たい責任をとりますので、ですから、ゴーをか

けるときにゴーをかけるまで非常に緻密に研究を重ねて、そして、ある程度の市民

の方にご負担を願うことがあるかもしれん。今までのサービスと変わって戸惑われ

ることがあるかもしれないけれども、近い将来にはそれ以上のサービスを提供がで

きるというある程度の確信がないとその事業なり施策というのは、執行できないこ

ういう面をもっておるということもご理解をしていただきたい。 

○委員（田邉諄祐君） おっしゃるとおりだと思います。ありがとうございました。 

○委員長（荒山光広君） それでは、今執行部に対する要望書云々というご提案もあ

りました。委員会としてどういった方法が取れるのか休憩をとりまして、その間に

協議をしたいと思いますので、約１０分間休憩したいと思います。よろしくお願い

いたします。その間委員の皆さん控室のほうでいろいろ協議したいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

午前１０時２０分休憩 

 

午前１０時３６分再開 

○委員長（荒山光広君） それでは休憩前に続き会議を開きます。先程の委員会とし

て要望書をという提案でございましたけども、委員会として要望書は出せるようで

ございますので取り纏めまして委員会として議長のほうに要望書を提出するという

ことで皆さんご異議ございませんか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） はい、また文面等については協議しながら進めたいと思い

ます。そのようにしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  それでは質疑続行いたします。はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 先程来より定額給付金の件につきましてお話あります。私も

３月の２日の第１日目のこの時に定額給付金並びに子育て応援支援金といったこと

である程度、一般質問でしましたので繰り返しはあんまりしたくないんですけれど

も、いずれにしても、昨日テレビ報道で実際現金を直接いただいて非常に喜ばれて

いる姿を見まして、本当に私もよかったなと思っているわけであります。今回の定

額給付金が春を呼ぶ生活支援策として非常に良い方向に、生活の支援と美祢市の消

費を喚起させて少しでも景気が上向いていくその施策として、重要なことと思って

おります。そういうことでこの定額給付金の今後の手続きに関しまして、どのよう

に推移していくかどうかということが、市民の皆さまにはどうなってるかよくわか

らないと思うんですよね。ですから、市がいつ頃申請書を送付して、本人確認等あ

わせて、了承してそれからその本人宛の口座に現金を振り込んでいくということで

すよね。そして交付がされるということで。そしたら今度そのお金を商工会に行っ

て、きょう市長が言われましたように１割のプレミアムを付けて、割り増しを付け

て、商品券で、例えば、１万円持って行けば１，０００円の商品券１０枚とプラス

α１枚が、そういう方向になるかどうかその辺も市としてはいろいろお考え方があ

ると思います。そういうことでその辺のことをまずもう少しわかりやすい言葉で説

明していただきたいと思う件が第１点と、それと今、私もいろいろ回っておりまし

て、いろんな方から今回一般質問で５月の中旬ぐらいに皆さまの手に届くんではな

いか。今、テレビ報道ではもうすでに現金でもらってるとかね、そういう地域もあ

りまして、非常にその辺については美祢市は５月中旬であればちょっと遅いんじゃ

ないかということをいろいろいろんな巷に聞いておりますので、その辺いろいろ市

の事情があると思っております。そういうことで市長のほうからその辺少しでも早

くできるかどうかその辺も合わせてご説明をしていただければいいかなというふう

に思っております。是非、その点ひとつよろしくご説明お願いいたします。 

○委員長（荒山光広君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 岡山委員のご質問ですけれども、先程、竹岡委員のご質問に
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もお答えを申し上げたようにせっかく国のほうから給付される給付金でございます

ので、これが砂の上に水をまいた状態にならないように花を咲くように、ちゃんと

市においてそれが花が咲くようなものにしたいというふうに私は思っております。

それで今商工会にも汗をかいていただいて、市民の方が、また、この地区でいろん

な経済活動されてる方が「ああ、実感があるな」と給付金がこの地域に入ってきた

実感があるなという仕組みづくりをしたいということで一生懸命やっておるという

ことを、先程お答えをしたわけです。今、佐々木課長のほうより５月中旬以降にと

いうことを、給付金が実際にお手元にいくのがですね、説明をしたと思います。昨

日のテレビ私も見ました。昨日給付されたところというのは人口規模が１，０００

人をきっておる小さな村、それから１，０００人台でしょうね、非常に小さな基礎

自治体で非常に世帯が少ないということで、早く事務が進められたということがあ

るだろうと思います。これは、先程田邉委員のご質問にもお答えしましたけれど

も、我々が行政としてこのことをやるときに間違いは許されませんので、その辺に

係ります着実なプロセスを踏んで間違いなく市民の方にこの大切な給付金がお手元

に行くようにする必要があります。但し、このことは早いほうが非常に効果的、効

率的であるというふうに私もわかっております。先の一般質問で岡山委員のご質問

にもお答えしたように、５月中旬以降になるだろうということは、今、私も事務方

のほうから聞いておりますけれども、なるだけもっと早い時期に給付できないかと

いうことで担当部署のほうに更に指示をいたしますのでご了解をいただきたいと思

います。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） できるだけ早く、当初５月中旬ということで今後は事務作業

等進めて、されるということをお聞きしました。いずれにしても４月に入れば入学

とかそういったところで非常にお金がいったり、また、５月入る前はゴールデンウ

ィークでそういったところで非常にお金を使いやすいこともありまして、逆に言え

ば５月終わって、ゴールデンウィークでみなお金使ってないようなったときに支給

しても悪くはないなっちゅう思いもありますけれども、いずれにしてもできるだけ

早く、私個人的には、ゴールデンウィーク入る前ぐらいにいただければ非常に嬉し

いんですけれども、今、市長言われましたように５月中旬ということであったけれ

ども、できるだけ一刻も早くやるということをお聞きしましたので、どうかそのよ
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うに誠意努力していただきたいことを要望いたしまして私のご意見終わります。 

○委員長（荒山光広君） その他質疑はございませんか。はい、髙木委員。 

○委員（髙木法生君） 退職手当にかかることにつきましてお伺いをしたいと思いま

す。一般職の勧奨、自己都合等による退職手当の補正につきましては、先程２９ペ

ージでしたか、３億４，０７１万４，０００円計上され、これを充てる財源としま

して２７ページの退職手当債の追加補正というものが３億２，０２０万円示されて

おるところでございます。この退職手当債は平成１９年に旧美東町が１億２，７０

０万、旧秋芳町が３億９，５４０万、計５億２，２４０万企業債を発行されている

と思います。今回の追加分を合わせまして８億４，２６０万の残高になると認識し

ておりますけれども、今後も多くの職員が退職するわけですけど、今後もこの退職

手当において財源をこの手当債に頼られるものなのかお伺いしたいと思います。ま

たいわゆる団塊世代も平成１９年度から退職時期を迎えておると思います。これら

退職時期のピークというものが何年度に想定されておられるのかその点。それとも

う一点、私勉強不足でよくわかりませんけれども、退職手当債というのは償還年数

は何年なのか参考までにお伺いしたいと思います。以上です。 

○委員長（荒山光広君） はい、羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 髙木委員さんのご質問でございますが、まず退職

手当の今後の借入見込ということでございますが、今回は、先程もちょっとお話申

し上げたように勧奨と自己都合のかたの退職手当を今回新たに発行したという状況

であります。今後、勧奨制度等がどういうふうになるかわかりませんが、財源の調

整を見ながらその辺の借入等も検討して行く必要があるかと思っております。それ

と先程申し上げられましたように償還でございますが、１０年償還ということで考

えております。それと公債費の関係でございますけども、新年度の予算の資料の中

にもありますように、公債費も、今、一般会計部分につきましては、減少の傾向に

ございます。その辺も含めまして、今後、検討してまいりたいと思っております。 

○委員長（荒山光広君） はい、田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） もう一点のピークについてでございます。退職者数を

ご報告したいと思います。２１年度が１２名、２２年度から２７年度までが２０名前

後の退職があります。ピークと言いますと、２３年度に２２人、それから２６年度に

２２人。これが最も多い数でございます。２１年度から２５年度までの５年間で８８
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名。それから２１年度から２７年度の７年間で１２８名の退職。２８年度以降はおよ

そ１０名前後で推移してまいります。以上です。 

○委員長（荒山光広君） その他質疑はございませんか。はい、安冨委員。 

○委員（安冨法明君） ２、３点お伺いをします。今の関連なんですが、行政の定数

管理というのは非常に大切なことで、一度誤ってしまうと定年等、身分保証等もあ

りましてなかなか元に戻らないんですが、今言われた年齢と職員の数ですよね、グ

ラフにしたようなものっていうのがあるんじゃないかと思いますし、なければ作っ

て示せないだろうか。年齢と職員の数、男女ぐらいで。そういうものが示してもら

えないだろうかというふうに思います。それと退職手当関連なんですが、一応、今

までの市長の答弁とかで一般行政職の定数が退職勧奨等でだいたい類似団体の規模

からするとほぼ達しているというか多少下回る程度に、今度新年度ではなるんじゃ

ないかというふうな答弁がありました。ですからそういうふうなこれから職員の採

用等も含めて将来の美祢市の行政を担う職員の採用なり養成といいますか、そうい

うふうなことも含めてそういうことが是非一つの焦点になってくる、人事管理の上

ではなってくるんじゃないかというふうに思います。これが一点。 

  それからさっきの指定管理者制度が質疑があったわけですが、市長も基本的にガ

イドラインの見直しというものをやっていくというふうに答弁をされております。

そうしていただきたいと思うんですが、一応、計画づくりがずっと進んでおるわけ

なんですが、だいたいの目標といいますか、どれくらいにおいておられるんだろう

かということをお聞きをします。それから２５ページなんですが、ふるさと応援寄

附金、１３３万３，０００円で補正が出ておるわけですが、件数が何件ぐらいあっ

たのか、それから執行部としての手応えといいますか、そういうふうなものをどう

いうふうに感じておられるのかについてお伺いします。 

○委員長（荒山光広君） はい、田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） まず、一点目の定員管理に関するご質問にお答えした

いと思いますが、委員さんご指摘のとおり平成２２年度に類似団体の職員数３８２

名まで削減するという目標のもとに定員管理を進めておりますが、これについては

平成２１年度に普通会計ベースで３７７人の予定となっており目標を１年前倒しで

達成しております。これが２２年までに達成する目標でしたが、今後のまたこれ以

降の定員管理についてはまた類似団体等参考にして常に適正な管理に努めてまいり
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たいと思います。それから資料グラフにしたものということでございますが、これ

は後日ということでよろしいでしょうか。（発言する者あり）それでは、後日お配

りしたいと思います。以上です。 

○委員長（荒山光広君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） まず今の人事管理のことですが、今、田辺総務部次長がお答

えしたとおりでございます。今後組織というのはやはり民間でも一緒でしょうけれ

どもご年配の方から若い方がある程度バランスよくおられるというのが組織的な力

があるというふうに考えております。今、この定員管理の関係、職員を圧縮してお

ります。確か私が合併協議の仕事をしておったころは、かつての一市二町が併せて

普通会計ベースで合併直前その一年前ぐらいでしたか４３０人おられた。それが今

年の４月１日には３７７人まで減りますから、だいたい５０人近く減らしたという

ことです。そういうことをしますと若い人を入れずにという状態になってますの

で、若い方を入れておかないと断層が生じるということもありますので、今後、そ

の辺もちょっと判断しながらそして適正な人事管理、人件費こそ圧縮するという大

前提なもとに知恵を絞ってやってまいりたいというふうに考えております。それと

ガイドラインの見直しですが、いつごろかと目安ということですね、先程南口委員

のご質問にもお答えしましたけれどもこの４月１日に行政改革推進室の形が出ると

いうふうに申し上げました。直ちにこのガイドラインの見直しに入ります。ですか

ら１年待ってくれとか２年待ってくれとかは申し上げません。私は手をつけたら早

急にやりますので、直ちにできるだけ早いうちにこのガイドラインの見直し、それ

に付随する細則等の整備をやりたいというふうに考えております。以上でございま

す。 

○委員長（荒山光広君） はい、佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） それではふるさと美祢応援寄附金につ

いての状況についてのお尋ねでございますが、２月末現在では申し込みは７９件ご

ざいます。申し込みの金額は２３６万５，２４０円、その内、いただいたものは７

７件の２３４万５，２４０円でございます。手応えはどうかというお尋ねでござい

ますけれどもいろんな問い合わせが各方面からこちらのほうへ寄せられておりま

す。県内の状況も県のほうから頂いておりますけれども、極端に多いところもほか

の市ではありますけれども、美祢市のほうではそれに負けないぐらい結構ご支援を
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頂いておるというふうに思います。これからその制度についての周知そのほうもす

るようにといういただいた方からのお声を頂いております。そのような努力もして

まいりたいというふうに思っております。それによって更なる寄附金を頂けるよう

な形にもっていきたいというふうに思っておる次第でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、安冨委員。 

○委員（安冨法明君） 先程、市長にご答弁いただいたんですが、定数管理なんです

が、私こういうふうに言うのは旧秋芳町の時に非常に厳しい思いをした。結局将

来、地域に担う行政職というものはいないに等しいというふうな極端な事例になっ

てしまいました。基本的に定数管理の上で今の現状を、例えば、この厳しい状況の

中では私はこういうふうなでこぼこ、何が正しいのか一概には言えませんけれども

そういうふうな補正をしていく上では、中途採用とか言うふうなことも十分あって

も優秀な人がおられればですが、いいんじゃないかというふうなことも考えます。

ですからそういうふうなことを是非考える上でもこの１年計画づくりと併せてお考

えをいただいたらというふうに思います。それから指定管理のガイドラインについ

てですが、先般補正でしたか、指定管理の件で私申し上げましたが、結局ですねも

う少し私は議員とすれば説明資料といいますか、議論をするにたりる資料がほしい

というふうに思っておりますので、その辺のことも併せてお考えをいただけたらと

いうふうに思っております。以上です。 

○委員長（荒山光広君） 答弁はいいですか。 

○委員（安冨法明君） いいと思います。 

○委員長（荒山光広君） その他質疑はございませんか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 総務費で一般管理費で自己都合による職員の退職とあります

が、自己都合というのにひかかるんですけど、働く方は介護とか育児とかその場で

いろいろ事情があると思います。その人事でそう言った面を考慮されたのかどう

か、ちょっと気になるんですが、働きたいけどまだ辞めたくないけど辞めざるを得

なくなったというようなことがあってはならないと思いますが、そういった家庭の

事情とかありまして、職員さんたちが力を発揮して働き続けやすいような環境にさ

れてたかどうかということも知りたいのですが、これからも私は思うんですけど働

く人は大きな宝と思います。その時に自己都合というのはどうだったのかなと思う

んですが、その点についてどうだったんでしょうか。 
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○委員長（荒山光広君） はい、田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 今の三好委員さんのご質問ですが、自己都合に対する

対応というか、慰留に努めたかということと働きやすい環境であったかどうかとい

うご質問でよろしいでしょうか。２０年度中に自己都合で退職される方は５名いら

っしゃいました。人事担当者といたしましては退職勧奨に応じては応募されて退職

される方は別として割とお若い方、４０代とか３０代で自己都合で退職したいとい

う申し出があった場合にはできるだけ慰留するような形で引き続き働いていただけ

るように何回も念を押して説得した結果、自己都合でどうしても退職したいという

ことで退職されるということです。ですから基本的に人事担当者としてはできるだ

け定年まで全うしていただきたいという考えをもっております。以上です。 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。その他、質疑はございませんか。はい、

岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） ３４ページの民生費の生活保護費の件なんですけど。（発言

する者あり） 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。その他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それでは本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 無いようでございますので、これより議案第１号平成２０

年度美祢市一般会計補正予算（第４号）を採決いたします。本案について原案のと

おり決することにご異議ございませんか。（発言する者あり） 

異議があれば挙手で採決しますけども。それでは本案について原案のとおり決す

ることに賛成の方の挙手を願います。 

    〔賛成者挙手〕 

○委員長（荒山光広君） 挙手多数であります。よって本案は原案のとおり可決され

ました。 

次に、議案第６号平成２０年度美祢市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

を審査たいします。執行部より説明を求めます。はい、矢田部上下水道課長。 

○上下水道課長（矢田部繁範君） 美祢市補正予算の緑色の補正予算書の１２９ペー

ジ、１３０ページをお願いいたします。議案第６号平成２０年度美祢市簡易水道事
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業特別会計補正予算（第２号）でございますが、１枚めくられまして１３０ページ

繰越明許費でございます。簡易水道事業費の施設建設費の中で県道秋吉絵堂線水道

施設等移設事業の繰越明許金額が６６６万２，０００円でございます。この事業は

美東町絵堂で行われています県道工事の改良の進捗に併せての施行するものであり

ましてその県の改良工事が遅れているために工事の着手ができないために繰越を要

するものでございます。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） 説明が終わりました本案に対する質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それではこれより議案第６号平成２０年度美祢市簡易水道

事業特別会計補正予算（第２号）を採決いたします。本案について原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

次に、議案第８号平成２０年度美祢市水道事業会計補正予算（第１号）を審査い

たします。執行部より説明を求めます。はい、矢田部上下水道課長。 

○上下水道課長（矢田部繁範君） それでは美祢市水道事業会計補正予算書、黒い背

表紙の補正予算書をお願いいたします。１ページをお開き下さい。今回の補正は於

福簡易水道区域拡張事業の決算見込みによる調整でございます。まず下から３行目

支出としたしまして、建設改良費、補正額５，１６９万１，０００円の減となって

おります。その上でございますが、収入といたしまして、企業債が４，０００万円

の減、続きまして国庫支出金でございますが、１，７７４万８，０００円の減とな

っております。今回の減額補正は排水管を敷設する予定箇所の専用協議の中で、Ｊ

Ｒ美祢線の踏み切り協議と道路協議等に不足の日数を生じ、今年度この区間の事業

ができないために減額するものでございます。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） 説明が終わりました本案に対する質疑はございませんか。

竹岡委員。 

○委員（竹岡昌治君） えーとですね、これは昨年の９月議会で私のほうが発言した
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という記憶があるんですが、かつて美祢市の上水道会計について、特に料金の問題

ですが、５年ごとに見直すということで、実は合併がありましたんで６年目にかか

ったということで、見直しの必要があるんじゃないかと。もっと端的言えば値上げ

をする必要があるんじゃないかということを９月に申し上げまして、一度この委員

会で勉強会をやったと思うんですね。しかし、今執行部のほうから提示されました

２０年度の水道事業の予定損益計算書、今期もですね３７９万５，０００円という

ことで、当年度末の未処分利益剰余金が３，０００万円ぐらいあるということで、

非常に水道課の皆さんが努力をされて業績を維持されたと。これから見ますとです

ね、しばらく上げる必要もないんじゃないかなという気がするわけですね。９月に

申し上げたのは５年ごとに見直すということと、もう一つは全市的に会計を統合し

た時の料金体系のことも含めて見直すべきではないかという意見を申し上げまし

た。しかしながら、この予定損益計算書を見させていただきますとどうもその必要

性が薄れてきたような気がするんですが、今後、市長どのようにお考えなのか、ち

ょっとお考えだけをお聞きしたいと思います。 

○委員長（荒山光広君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 竹岡委員のご質問でございますが、竹岡委員、非常に企業会

計詳しいということで的確なご指摘をされておられます。只今、我々が持っており

ます水道事業会計、会計的に健全な状態でございます。これをもってして、例えば

旧美祢市のように、５年ごとにいらおうとだいたいの試みがございましたけれど

も、新しい市民の方にそれをもって値上げをお願いするというのはやはり適切でな

いと、市の長としてですね認識をしております。ですから、当面ですね企業会計の

事業の推移を見ながら、将来的に判断をさせていただくということで、現時点で

は、いらうつもりはございません。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。その他質疑はございませんか。はい、岡

山委員。 

○委員（岡山 隆君） このたび水道の料金等の件がいろいろと、昨年も出ました。

昨年も私申し上げましたけれども、今、市長のほうのご回答で水道料金は上げない

ということであります。いずれにしてもこれから時間かけて、値段はですね、水道

料金の値段は統一されていかれるとは思います。当面それを行うにあたって、去年

も言いましたけれども、美祢市は高齢化そういった方、独居老人とかですね、そう
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した一人で暮らす方がたくさんおられる。そういうことで水道を使う量も５立米と

かですね、そういう非常に少ない。そういった意味におきまして、まず最低限の水

道市使用料金、これがですねしっかりと５立米か、１０立米、いろいろあると思い

ますけれども、どうかその辺の底辺からの値段の統一だけは、そういう高齢化にあ

たってのそういう使用される方のご配慮でどうかその辺については統一した値段で

ご検討をしていただければええかなと思ってます。これ要望です。そういう要望

方々そういうお考えはあるかどうかということを一言聞かせていただければいいと

思います。 

○委員長（荒山光広君） はい、村田市長。 

○市長（村田弘司君） 今のお話は、おそらくこの水道事業会計と簡易水道事業会計

の統合のお話だろうと思います。この本体となるのは、今現在、持っておる水道事

業会計。これ企業会計で処理してますけれども、この企業会計の中に簡易水道です

ね、入れてどういうふうな形で料金設定をするかということだろうと思います。母

体となります上水道事業会計、今、非常に健全であるということでございますの

で、水道料金をいらわないと申し上げました。ですから企業会計の統合についても

非常に慎重を要するというふうに思っております。その統合を起こす時については

ですね、今、岡山委員がおっしゃたようなことを十分考慮させていただいて、将来

的な企業会計がですね破綻を起こさないように、そしてサービスはきちっと行われ

るようなことを考えまして、統合をいたします。これは将来の話でございます。以

上でございます。 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。その他質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それではこれより議案第８号平成２０年度美祢市水道事業

会計補正予算（第１号）を採決いたします。本案について原案のとおり決すること

にご異議ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 
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  次に、議案第９号平成２０年度美祢市病院等事業会計補正予算（第２号）を審査

いたします。執行部より説明を求めます。白井経営管理課長。 

○病院事業局経営管理課長（白井栄次君） 議案第９号平成２０年度美祢市病院等事

業会計補正予算（第２号）について、ご説明させていただきます。 

今回の予算の補正は、業務予定量の決算見込みによる収支の見直し、並びに美祢

市立病院、美祢市立美東病院において医療機器等の購入経費に充てる財源の確保に

努め、新たに国県支出金の追加を見込むとともに、支出において所要の調整を行う

ものであります。 

 それでは、はじめに予算書第２条に規定する業務予定量の補正についてご説明い

たします。補正予算書1ページをお開き頂き、（２）一日平均患者（利用者）数の

項をご覧ください。  

  まず、美祢市立病院ですが、入院患者数の１日平均を当初は１２５人と見込んで

いたものを１１１人に、そして、外来患者数の１日平均２３３人を２０１人に、透

析の１日平均１５人を１７人に補正するものであります。 

  次の美祢市立美東病院については外来の１日平均２３９人を２１７人に補正する

ものであります。 

  次にグリーンヒル美祢についてですが、入所者数を当初は１日平均６０人と見込

んでいたものを５４人に、そして通所の１日平均２１．５人を１８人に補正するも

のであります。そして、美秋訪問看護ステーションについては、訪問の１日平均１

７．６人を１５．７人に補正するものであります。 

  続いて、予算第３条及び第４条に規定する病院事業等の収入及び支出の補正予定

額について一括してご説明いたします。まず、収益的予算の補正についてご説明い

たします。５ページをお開きください。収入については、先程ご説明いたしました

業務予定量の変更に伴い、第１款の病院事業収益を１億３，８７０万１千円、第２

款介護老人保健施設事業収益を２，５７３万４千円、第３款訪問看護事業収益を３

２４万７千円それぞれ減額し、補正いたすものであります。その結果、事業収益の

合計は４０億５，６４２万６千円となります。 

 特に、第１款病院事業収益、第２項医業外収益、第４目県支出金において、２３

４万２千円追加補正されておりますが、これは厚生労働省が実施する「新型インフ

ルエンザ患者入院医療機関設備整備事業」に基づいて、美祢市立病院、市立美東病
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院においてマスクやゴーグル等の個人防護具をそれぞれ購入いたす予定としてお

り、これに充てる財源として増額補正をいたすものであります。 

次に、第５項病院経営改革事業収益、第１目他会計補助金３，１５７万３，００

０円についてであります。これは、これまで第２項医業外収益、第３目他会計補助

金に同額が措置されておりましたが、病院改革事業の推進に伴う予算編成が、市民

の皆様に、より判り易い予算となるよう更正するものであります。 

  続いて支出についてご説明いたします。隣の６ぺージでございます。 

  支出につきましては、各事業におきまして決算見込みに基づいて給与費、材料費

及び経費等の予定額を調整し、第１款の病院事業費用を２，２８１万９，０００

円、第２款の介護老人保健施設事業費用を１３３万１，０００円増額する一方で第

３款訪問看護事業費用を３９５万９，０００円減額するものであります。その結

果、事業費用の合計は４２億３，５８６万円となります。なお、第１款病院事業費

用、第５項経営改革事業費用の３，１５７万３，０００円については、先程の経営

改革事業収益と同様の考えによるものであります。次に資本的予算の補正について

ご説明いたします。７ページをご覧ください。収入については、市立美東病院にお

ける機器を購入した際の入札減等により第１項の企業債を８６０万円減額補正する

一方で、先程、説明をいたしました厚生労働省が実施するインフルエンザ対策事業

に基づき人工呼吸器一式を購入するもので、その財源として措置されたことによ

り、第３項補助金を２１５万２，０００円増額するものであります。その結果、収

入の総額は１億４，９７２万６，０００円となります。 

  続いて支出についてご説明いたします。同じく７ページの下の表をご覧くださ

い。支出については、美祢市立病院における人工呼吸器一式の購入にかかる費用２

１５万２，０００円を増額する一方で、美祢市立美東病院における機器購入の際の

入札減などにより４４０万９，０００円を減額し、第１項の建設改良費において、

差し引き２２５万７，０００円を減額するものであります。その結果、支出の合計

は４億３，４０３万８，０００円となります。 

  以上で収入及び支出の予定額に関する説明を終わります。 

以上の予算に基づく２０年度の予定損益決算ですが、まず美祢市立病院について

は「補正予算概要説明資料」の４ページをお開き願います。下から３行目でありま

すが、当年度純損失として１億４，１８６万７，０００円を計上するものでありま



－27－ 

す。次に市立美東病院については６ページお開き願います。同じく下から３行目、

当年度純損失１，８８５万７，０００円を計上するものであります。次にグリーン

ヒル美祢については８ページをお開き願います。下から３行目、当年度純損失とし

て１，９９７万１，０００円を計上するものであります。次に訪問看護ステーショ

ン美祢については１０ページをお開き願います。下から３行目、当年度純損失とし

て３６万９，０００円を計上するものであります。最後に美秋訪問看護ステーショ

ンについては１２ページをお開き願います。下から３行目、当年度純損失として５

万８，０００円を計上するものであります。当年度純損失につきましては、以上を

合計いたしまして１億８，１１２万１，０００円となる見込みであります。以上を

もちまして、平成２０年度美祢市病院等事業会計補正予算（第２号）に関する説明

を終えたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（荒山光広君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、南口委員。 

○委員（南口彰夫君） 一言、美祢の市立病院と美東の共立病院のこれから先は、経

営は明るい、暗い、どっちか。 

○委員長（荒山光広君） はい、白井課長。 

○病院事業局経営管理課長（白井栄次君） あり方検討委員会の設置といたしまし

て、そういった外部検討委員会、あるいは内部検討委員会の中で明るい未来といた

すべく種々取り組みを行っておるところでございますけれども、今後その中で、今

ご指摘のございました経営改善ですとか機能を分化、そういったことを前面に出し

まして、是非、そういうおっしゃるような明るい未来にいたしたいというふうに考

えております。 

○委員長（荒山光広君） はい、髙木委員。 

○委員（髙木法生君） お願いを一件ほど、申したいと思います。予算概要説明資料

でも示されております年間入院患者数ですね、この数はこのとおりでよろしいわけ

でございますけれども、病院事業収益の根幹をなすものは入院収益。中でも急性

期、一般病床のですね、患者数の増減、あるいは動向というのは大変経営を左右す

るものと考えております。そうしたことで予算説明書の中ではですね、中身が見え

ませんので、一般病床が何名、一日平均何名入院されておられるか、それと利用率

がわかるような資料がですね、この１行か２行の中に含められないものなのかなと
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思っておるんですけど、いかがでしょうか。 

○委員長（荒山光広君） はい、白井課長。 

○病院事業局経営管理課長（白井栄次君） 只今の要望につきましては、後日改め

て、お示ししたいと思います。 

○委員長（荒山光広君） それでは今の委員より要請がありました一般病床の明細と

言いますか、そういったものをまた資料を用意していただきまして、提出のほうよ

ろしくお願いいたします。いいですか。その他質疑ございませんか。はい、三好委

員。 

○委員（三好睦子君） 美祢市立病院もですが、美東病院もですけど、患者様が減っ

ておられますが、これはどういった理由だろうかと。健康であったということなの

か、他の病院に行かれたということか、それともグリーンヒルなんかでは制度が変

わって利用できなくなったということなのでしょうか。 

それともう一点ですが、透析は増えてますので、やはりこういった一番いいとこ

はそこを伸ばすようにしていただきたいと。透析なら美祢市立病院だと、充実をさ

せていただくようにしていただきたいと思います。この２点についてお願いいたし

ます。 

○委員長（荒山光広君） はい、篠田市立病院事務長。 

○美祢市立病院事務長（篠田洋司君） 三好委員さんのご質問にお答えいたしたいと

思います。まず、患者数減の理由でございます。これについてはご存知だと思いま

すけど、整形外科の常勤医が不足したこと、また、以前までは小児科の常勤医もい

ましたので、その常勤医の不足によるものです。一般的なデータ等をお示ししなが

らお話したいと思いますけど、１００床当たり、一般的な、全国的な病院の医師数

でございますけど、大体１００床で１０．４人。当院が１４５床ですので、当院に

換算すれば６．９人ということです。あと一人当たり入院患者数は大体どのくらい

持てるのかという一般的な全国数値ですけれども、８．７人。当院は医師数から換

算すると９．４人。ですから医師のオーバーワークも発生しながら、常勤医の不足

による患者数の制限がかかってるということでございます。 

  二点目、グリーンヒルの入所者数の減でございますが、制度的な理由があるのか

ということでございますが、制度的な理由はございません。ただ、そういう、どう

しても自宅復帰率を、自宅に復帰を目指しますのでそういった関係で早く自宅でと



－29－ 

いうこともありますので、そういった影響もございます。 

 三点目、透析の患者数です。これについては現在増加してますし、対応の機器等

も十分ニーズにお応えできるように整備を進めております。参考までに２月１０日

現在の透析患者数の内訳ですけど、旧美祢市で３６人、旧秋芳町、秋芳地区で４

人、あと下関市から１人ということで、計４１人の登録があります。よって稼働率

なんですけど、９３パーから９７パーで透析は稼働しております。以上でございま

す。 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。その他質疑はございませんか。はい、安

冨委員。 

○委員（安冨法明君） 予算説明書のほうでお願いしたいんですが、７ページの美東

病院、それから９ページのグリーンヒルなんでしょうね、これの流動資産と流動負

債の差を見るとですね、これかなり資金が回るのが大変なんじゃないかなという感

じがするんですが、一応その一時借入金をですね、市立病院のほうから短期貸付で

５億近い金額が出ております。出資金も５億ぐらいあるんですが、この範囲でやれ

っていうことでその経営をされているのどうか、その辺のことをちょっとお聞きを

します。 

○委員長（荒山光広君） はい、藤澤病院事業局長。 

○病院事業局長（藤澤和昭君） 只今の委員さんのご質問にお答えしたいと思いま

す。ご指摘７ページの美東病院やグリーンヒルなどの流動資産と流動負債の差とい

うか、資金不足のご指摘だと思います。その対応として一時借入金。と言いまして

も、実は病院事業会計中での資金運用で対応しているわけですが、このことについ

てということですが、現在合併をいたしまして、この美祢市立病院と美東病院、更

にはグリーンヒル美祢などそれらを一体的に経営しております。従いまして、資金

も一体的見地から一番有効に活用しようということで、外部からの資金調達ではな

くて、現在、中で運用させていただいております。今後は、本来的には美東病院や

グリーンヒル美祢で自助努力と更には政策的な補助などの兼ね合いをいたしまし

て、一時借入金と言いますか、本来、美祢市立病院の中の内部留保であるべき資金

については返済していくよう経営改善を務めてまいりたいと考えております。 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。その他質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（荒山光広君） それでは本案に対するご意見はございませんか。はい、南

口委員。 

○委員（南口彰夫君） 病院問題は何度も何度も一貫して言い続けているんですが、

どちらの病院も作った時から、既にある程度の赤字は、市民の負担は覚悟の上で作

られたもんだと認識しています。特に合併を通じて二つの病院をその統一的な観

に、一つで管理しながら運営していくということは大変な仕事だと思っています。

こうした中で必ず出てくるのが医師の確保なんですね。ただ医師の確保については

地域の医療を現実的に支えている開業医の先生と言うか、委員との関係が非常に難

しい課題だと思います。そうした点では、ある程度、市が一定な方向、長期的な方

向をですね、持って対応することが必要だと。安易に病院に医師を確保することだ

けに走って、地域の開業医を存在を疎かになるということは良くないと思います。 

それからもう一点は、病院の運営のためのですね、まず基本的なところでさっき

から申したように、公立病院は儲けるための果たすための病院ではないですね。で

すから地域の開業医との兼ね合いでバランスを見ながらということでは、そういう

意味でいくらがんばってもどうしても出てくる赤字については、長期的な展望でき

ちんと病院運営健全なためにですね、健全運営に必要な補助金はおそらく今、出し

ている２億円で来年度は引き続きやれるということにつながってくるんだと思うん

ですが、そうした市民の当然理解が最も得られるお金の使い方だと思いますので、

病院の必要とする補助金はですね、積極的に提案していくことが必要ではないかと

思います。ということをもって賛成の意見を。 

○委員長（荒山光広君） その他ご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） ないようでございますので、これより議案第９号平成２０

年度美祢市病院等事業会計補正予算（第２号）を採決いたします。本案について原

案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に、議案第１０号平成２０年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第１号）

を審査いたします。執行部より説明を求めます。はい、矢田部上下水道課長。 
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○上下水道課長（矢田部繁範君） 議案第１０号平成２０年度美祢市公共下水道事業

会計補正予算（第１号）でございますが、黄色の背表紙の予算書をお願いいたしま

す。予算書の４ページをお開き下さい。収益的収入及び支出でございますが、１と

いたしまして、営業費用、下の管渠費でございますが、１５０万３，０００円の減

額となっております。これは、２０年度途中に職員の異動があったための減でござ

います。その下の減価償却費４でございますけど、補正額は３４１万９，０００円

が補正なんですけど、これは年度当初後に資産を精査した結果、増額となり今年度

の同費用減価償却費が増になったものでございます。次にその下の５ページをご覧

下さい。１の企業債で３，２００万円の減額、１枚めくられまして６ページをお願

いいたします。支出の建設改良費の下水道事業費でございますけど、補正予定額が

３，１１１万円の減となっております。いずれの減も今年度の工事費の入札減によ

り減額するものでございます。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それではこれより議案第１０号平成２０年度美祢市公共下

水道事業会計補正予算（第１号）を採決いたします。本案について原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に、議案第２４号美祢市個人情報保護条例の一部改正についてを審査いたしま

す。執行部より説明を求めます。はい、田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） それではこの議案書、それから参考資料に基づきご説

明いたします。議案書の２４－１ページをお開きいただきたいと思います。議案第

２４号美祢市個人情報保護条例の一部改正についてであります。この度の改正は旧

統計法が全部改正されるとともに、統計報告調整法が廃止され、公的統計の体系的

整備が図られた新統計法が平成２１年４月１日から施行されることに伴い、所要の
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改正を行うものです。参考資料は１ページに新旧対照表を載せております。議案第

２４号の説明は以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） はい。それでは本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） ないようでございますので、これより議案第２４号美祢市

個人情報保護条例の一部改正についてを採決いたします。本案について原案のとお

り決することにご異議ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に、議案第２５号美祢市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例の一

部改正についてを審査いたします。執行部より説明を求めます。古屋地域情報課

長。 

○総合政策部地域情報課長（古屋勝美君） 議案第２５号は、美祢市有線テレビ放送

施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてであります。これは、美祢市

有線テレビ放送施設の伝送路を高機能化するため光ファイバーに替える工事をし、

伝送路形態が光ファイバーと同軸ケーブルの混在する方式から全て光ファイバーに

よる方式へ変更となったことに伴いまして、保有する機器の内容に変更が生じたた

めに条例の一部を改正するものであります。中段のほうになりますが、第２条第４

号中、「及び屋内施設を結ぶ通信線路及び途中に設置された増幅施設その他の付属

施設」を、「又は屋内施設を結ぶ通信線路及びその付属施設」に改め、同条第５号

中の「保安器」を「放送用光回線終端装置」に改めるというものでございます。こ

の条例の新旧対照表につきましては、参考資料の２にお示ししております。以上で

ございます。 

○委員長（荒山光広君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（荒山光広君） はい。本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それではこれより議案第２５号美祢市有線テレビ放送施設

の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。本案について

原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に、議案第２６号美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正に

ついてを審査いたします。執行部より説明を求めます。はい、田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） それでは２６－１ページをご覧いただきたいと思いま

す。参考資料は３ページから７ページに新旧対照表を付けております。議案第２６

号美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正についてであります。

この度の改正は平成２０年度の人事院勧告に基づきまして平成２１年４月１日から

国家公務員の勤務時間が現行の１日８時間、１週間当たり４０時間、これから１日

７時間４５分、１週間当たり３８時間４５分に変更されます。また医師の初任給調

整手当の支給限度額が現行の月額２６万８，５００円から月額３６万５，５００円

に変更されます。県及び県内の市においても国と同様の勤務条件の変更がされる予

定であります。本市におきましても勤務時間、医師の初任給調整手当を国と同様に

変更することといたし、関連する三つの条例の一部改正を行うものであります。第

１条で美祢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第２条で美祢市職員の育児休

業等に関する条例、第３条で美祢市一般職の職員の給与に関する条例、以上三つの

条例について一部改正を行うものであります。なお、この改正によりまして１日の

勤務時間１５分短縮いたしますが、始業時間、終業時間は現行と変更はございませ

ん。休憩時間について現行の１２時１５分から１３時まで、この４５分から４月１

日からは１２時から１３時までの６０分に変更することにより勤務時間を短縮する

ことといたしております。なお、休憩時間でありましても現行通りに窓口業務は行

うこととしております。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、説明が終わりました。本案に対する質疑はございま

せんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） はい。本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それでは、これより議案第２６号美祢市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。本案について原案の

とおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に、議案第２７号美祢市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

を審査いたします。執行部より説明を求めます。はい、田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） それでは議案の２７－１ページをご覧いただきたいと

思います。議案第２７号美祢市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につい

てであります。この度の改正は、生活保護事務に従事する職員について現行では月

額４,５００円の特殊勤務手当を支給しておりますが、この特殊勤務手当、月額の

特殊勤務手当というのは国、県から適正化を図るように強く求められております。

２１年４月１日からこの特殊勤務手当の適正化を図るため生活保護世帯への訪問、

被保護者の通院に同行する等の業務に従事した実績に応じて、このような業務に従

事した場合に限り１日３００円を支給するように改正を行うものです。なお、現在

の訪問等の実績により試算しますと、現在の実績が月に１１日、一人当たり１１日

程度訪問しております。これが今後、現在生活保護世帯が増加することも考えられ

ますが、これが１５日を超えない限り現行より減額されるということであります。

以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、説明が終わりました。本案に対する質疑はございま

せんか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねします。ここに載らない他にも特殊勤務手当というの

があるのかということと、それからですね、時間外が、この生活保護の従事の方で

すけれども、２７号ですけど、時間外勤務が多いのかということと、訪問される時

とか通院の時は公用車でなく自分の車で行っておられるのでしょうか。その点につ

いてお尋ねします。はい、田辺総務部次長。 
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○総務部次長（田辺 剛君） 三好委員のご質問にお答えします。まず１点目に他に

特殊勤務手当があるかどうかというご質問ですが、他にもございます。全部で１７

種類の特殊勤務手当ございます。それと訪問の際に自家用車で行っているかどうか

ということについてはちょっと私は把握しておりませんので、担当の部署にお尋ね

いただきたいと思います。それともう一点は、（発言する者あり）場合によっては

被保護者の方が亡くなられたというような場合に、面倒を見る方がいらっしゃらな

いような時は、生活保護を担当する職員が夜中であってもそこに駆けつけるという

ことはありますので、常時時間外が多いということではありませんけれど、場合に

よっては深夜も出なければいけないことがあるということであります。以上です。 

○委員長（荒山光広君） よろしいですか。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 職員さんの手当をなんか削るということは、後退になるのか

なと思いますが、私は、今のいくつかありましたよね、１７個特殊手当がある、１

７件あると聞きましたけれど、その全部も知りたいんですが、この部署に行った時

は、この手当が出るという今のような形でしたら、時間外手当ではできないのかな

と思うんですが、手当の今の１７個の中身にもよりますけれども、２７号の場合は

毎月ではないと思います。そういった場合に時間外手当ではできないのだろうかと

思いますが、どうなのでしょうか。 

○委員長（荒山光広君） 三好委員。特殊手当の１７の項目については先般全員協議

会で配付されていると思います、確認を。もらっていると思います。内容について

はですよ。はい、田辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 今、三好委員がお尋ねの特殊勤務手当のですね、具体

的な内容につきましては、美祢市職員の特殊勤務手当に関する条例というのが、こ

の例規集に出ておりますので、この中に詳しく記入されておりますのでご覧いただ

けたらと思います。 

  それと先程、言いました１７種類の特殊勤務手当なんですけど、これはこの中で

多いのが病院関係の、その医療職の支給するものがその金額、予算額にするとほと

んどでございます。一般行政職については２１年度の予算に計上している額で言い

ますと、約９，３００万の特殊勤務手当を計上しておりますが、そのうちの一般会

計では約２４０万、残りはその病院の医療職について支給するものであります。以

上です。 
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○委員長（荒山光広君） よろしいですか。その他質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） はい。本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） はい。これより議案第２７号美祢市職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部改正についてを採決いたします。本案について原案のとおり決す

ることにご異議ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に、議案第３４号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び規約の変更についてを審査いたします。執行部より説明を求めます。はい、田

辺総務部次長。 

○総務部次長（田辺 剛君） 議案書の３４－１ページをご覧いただきたいと思いま

す。議案第３４号山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

規約の変更についてであります。平成２１年３月３１日をもって柳井地区広域事務

組合が解散いたします。地方自治法第２９０条の規定により、平成２１年３月３１

日限り柳井地区広域事務組合を脱退させ、規約の一部を変更することについて市議

会の議決を求めるものであります。なお、参考資料の１２ページ、１３ページに新

旧対照表を載せております。議案第３４号については以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい。説明が終わりました。本案に対する質疑はございま

せんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） はい。本案に対するご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それではこれより議案第３４号山口県市町総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを採決いたします。本案

について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決
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されました。 

  時間が１２時になりますが、あと二つの議案、その他ありますけれど続行します

か。 

 〔「続行」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それでは次に、議案第３５号美祢市過疎地域自立促進計画

の一部変更についてを審査いたします。執行部より説明を求めます。その前に資料

の配付の要請がありますので、配付をよろしくお願いいたします。 

    〔資料配布〕 

○委員長（荒山光広君） はい、佐々木企画政策課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） それでは議案書の３５－１をお開きい

ただきます。議案第３５号でございます。美祢市過疎地域自立促進計画の一部変更

についてでございます。只今、お配りをいたしました資料をご覧いただきます。こ

れまでの計画の中の一部の変更でございますが、一つ、産業の振興ということでご

ざいまして、道の駅おふく温泉の関係の事業で１，３５０万、これは２０年度の事

業でございます。２といたしまして、交通情報関係で計画の変更をいたします。一

つは市道の関係の４００万でございますけれども、２１年度で測量試験を考えてお

ります。それから５の電気通信施設の、情報化のための施設ということでございま

す。７億８，２００万の事業計画を挙げておりますが、一つは、秋芳地区のケーブ

ルの敷設、これ５億５００万。そして美祢地区のインターネットセンターの整備等

の事業費といたしまして２億７，７００万を２１年度で計画を挙げております。以

上でございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、説明が終わりました。本案に対する質疑はございま

せんか。安冨委員。 

○委員（安冨法明君） すみません。これ２０年度で道の駅おふくですよね。これ国

の補正で出た分という説明だったような気がするんですがね。１,３００、違いま

したかいね。２０年度も、もし仮にどうしても出さなくてはいけなかったんであれ

ばですね、予算書にそれなりのものが補正に出て、繰越がかかるとかなんとか、商

工費にあってもよさそうなんですが、それ全然関係なしに今の段階で年度末に出さ

なくていけない、どっか出てるんですかね。すみません、ちょっと答えてくださ

い。 
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○委員長（荒山光広君） はい、佐々木課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） お答えをいたします。２０年度の事業

といたしましては、道の駅の温泉関係です。１２月議会におきまして補正予算をお

願いしているところでございます。 

○委員長（荒山光広君） はい。他に質疑はございませんか。はい、田邉委員。 

○委員（田邉諄祐君） ついでにちょっと聞きますけれども、吉則榎田線、長さは６

５０メートルで幅は１０メーターと言うんだけど、これ具体的には場所はどこです

か。 

○委員長（荒山光広君） はい、佐々木課長。 

○総合政策部企画政策課長（佐々木郁夫君） それでは、お答えをいたします。具体

的な場所は、駅前から大嶺小学校の間の道路について想定しております。 

○委員長（荒山光広君） 他に質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） いいですか、はい。それではご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それでは、これより議案第３５号美祢市過疎地域自立促進

計画の一部変更についてを採決いたします。本案について原案のとおり決すること

にご異議ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） 全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決

されました。 

  次に、議員提出議案第１号美祢市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定

についてを審査いたします。事務局より説明を求めます。 

○議会事務局長（重村暢之君） 本案は議員の報酬を５パーセント減額するものであ

ります。それでは、議員提出議案を朗読をして、説明に代えさせていただきます。

議員提出議案第１号、美祢市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定につい

て。美祢市議会議員の議員報酬の特例に関する条例を次のとおり制定するものとす

る。平成２１年３月２日提出。提出者、大中宏。賛成者、荒山光広。同じく布施文

子。同じく佐々木隆義。美祢市議会議長、秋山哲朗殿。美祢市議会議員の議員報酬

の特例に関する条例。市議会議員の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日
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までの間における議員報酬の額は、美祢市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末

手当に関する条例（平成２０年美祢市条例第２４１号）第２条第１項の規定にかか

わらず、同項に定める議員報酬の額に１００分の９５を乗じて得た額とする。ただ

し、同条例第４条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の額につい

ては、この限りでない。附則、この条例は、平成２１年４月１日から施行する。こ

の条例は、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。以上でございます。 

○委員長（荒山光広君） 只今、説明がございました。本議案については先般本会議

で上程されたわけですが、会派代表者会議並びに議員全員協議会でもいろいろと議

論されたところでありますが、本委員会に付託されておりますので、委員の皆さん

のご意見等ありましたらお願いしたいと思います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） ないようでございますので、これより議員提出議案第１号

美祢市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定についてを採決いたします。

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） はい、全員異議なしと認めます。よって本案は原案のとお

り可決されました。 

以上をもちまして本委員会に付託されました議案１２件につきまして審査を終了

いたします。その他、委員の皆様から何かございましたらご発言をお願いいたしま

す。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいですか。執行部のほうから何かありますか。はい、羽根財政課長。この

資料の配付の要請がありますが。 

   〔資料配布〕 

  それではお願いします。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） それでは報告ということでお願いしたいと思いま

す。先ず公的資金補償金免除繰上償還に係る年度及び会計別の利子軽減の見込み額

ということで、これはですね公的資金の繰上償還というのが、市の借入金、市債の

ことなんですが、その利子負担の軽減を図るため国の地方財政対策に基づきまして

平成４年５月以前に年利５パーセント以上で借り入れた市債を平成１９年度から平
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成２１年度までの３箇年で繰上償還、又は低利な利子で借り換えができるというふ

うな制度でございまして、今回１市２町が合併いたしまして、新市の財政健全化計

画等を国のほうに申請いたしまして、この申請が国のほうから、申請に基づきまし

て、国のほうから承認をいただいたということでその概要を議会に報告するもので

ございます。 

  それでは資料で説明させていただきたいと思いますけれども、先程、ちょっと申

し上げましたように、１９年度につきましてはもう一市二町の繰上償還ということ

で、これ年利が７パーセント以上の利でございます。それから２０年度につきまし

ては６パーセント以上７パーセント未満、それからめくっていただきまして、平成

２１年度につきましては利率が５パーセント以上６パーセント未満という事業の、

それぞれの起債の借換えの利率の範囲でございます。ちょっと申し上げますと、平

成２０年度で見ていただきますと、要は利が高いので、低利に借り換えるというこ

とで、この表の中で、中ほどになりますが、繰上償還前、利子償還見込額というの

が①でございまして、それから利子償還後、利子償還見込額②、そして利子軽減見

込額ということで、①から②を引いた数字が利子の軽減額ということになっており

ます。ちょっと一般会計で申し上げますと、繰上償還をする件数が１７件該当があ

るわけですが、一応、２０年度につきましては８件ほど借換をいたしております。

あとの９件につきましてはもう繰上償還をしたという状況かと思います。それに先

程、ちょっと申し上げましたように一般会計の２０年度の計でいきますと、繰上償

還の対象額は２億９，４０３万２，０００円あるわけでございますが、繰上償還前

の利息が６,７７８万９，０００円ということで、これを繰上償還いたしますと

１，９５４万２，０００円の利息で済むということで、利子の軽減が４,８２４万

７，０００円図られるということでございます。それぞれ会計がございまして、全

体では一番下の欄になろうかと思いますけれども、繰上償還の件数が３５件。それ

から借り換えの件数が１９件。先程、申し上げましたように償還前の利子の償還額

が２億９，５７９万１，０００円ということで、これを借り換えますと、借り換え

後の繰上償還利子の見込みでございますが、９，４０３万１，０００円ということ

で、利子の軽減が２億１７６万円の利子の軽減がされるという状況になっておりま

す。このことにつきまして一応、議会のほうに報告させていただきまして、住民の

方にもこうした状況をホームページ等で公表することといたしております。以上で
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ございます。 

○委員長（荒山光広君） はい、只今、繰上償還についての報告がございましたけれ

ども、この件で何かいいですか。はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 勉強不足で良くわからないんですけど、一応こういう形で利

子の軽減措置が行われるということで、市の財政状況にとっては非常に助かること

なんですけれども、これは逆に言えば国が持っている積立金ですか、そういったも

のが逆に減っていくということなんですかね。ちょっとその辺はどうかなっと思っ

て。 

○委員長（荒山光広君） はい、羽根財政課長。 

○総務部財政課長（羽根秀実君） 今言われましたように、この部分が平生であれば

国のほうに入ってまりますけれども、その部分が繰上償還するとその利子部分は入

っていかないということでございます。 

○委員長（荒山光広君） いいですか。その他、質疑、ご意見ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） それではないようでございます。冒頭に議案第１号の時に

出ました、委員会から要望書を提出するということで一応皆さんのご了承を得てお

りますけれども、中の文書の字句の調整、また提出する際の体裁については委員長

にご一任いただけますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（荒山光広君） ありがとうございます。それではこれにて本委員会を閉会

たします。ご審査、ご協力誠にありがとうございました。お疲れ様でした。 

     午後０時１５分閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 



－42－ 

 

  上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

平成２１年３月６日 

 

総務企業委員長 


